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Ⅰ　基本情報

Ⅱ　30年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

項　目 実施状況

１　札幌市資料館設置目的のもと、策定した基本方
針に沿って管理運営を行った。
　
（１）札幌文化団体協議会加盟団体等との共催事業
により、文化・芸術に関する各種講座やイベントを実
施し、市民や各団体の文化・芸術活動を積極的に支
援した。

（２）多くの市民の方々に文化・芸術活動の発表の場
として活用して頂けるよう館の利用案内、イベント等
の企画に伴う広報活動を強化し、多くのお客様に文
化芸術に親しんで頂けるよう努めた。

（３）法曹界との連携体制を強化し、法及び司法の学
習機会を提供するとともに、札幌市の歴史及び文化
等に関する情報の収集・提供にも力を入れ、多様な
学習の機会を提供した。

▽　管理運営に係る基本方針の策定

複数施設を一括指定の場合、その理由：

業務の範囲 施設維持管理業務、貸館業務（利用料金制度）、展示室公開、文化芸術に関する事業等

３　評価単位
施設数：１施設

複数施設を一括評価の場合、その理由：

（１）統括管理
業務

・学習実践施設とし
ての活用勧奨並び
に見学時における
学習相談を積極的
に実施した。

・従前の広報活動
はもとより、パンフ
レットの配布を積極
的に行い、来館促
進を図った。

・法・司法関係事業
については、法曹三
者との連携・協力体
制を引続き維持・強
化して事業の円滑
な推進を図った。

　所管局ならびに
各種関係団体等
と円滑に連絡を取
り合いながら、要
求水準を満たす
管理運営が実施
されていた。
　従業員向けの各
種研修や、日常業
務の情報共有を
効果的に行うな
ど、管理水準の向
上に向けた取組を
行ったことは評価
できる。

指定管理者評価シート

事業名 札幌市資料館運営管理業務 所管課（電話番号） 市）文化部文化振興課（211-2261）

１　施設の概要

２　指定管理者

名称
札幌市資料館運営共同事業体（構成団体：（株）コンベンションリンケージ、（株）ＮＴＴファシリ
ティーズ北海道）

目的
歴史的価値のある文化財施設を活用した美術作品等の展示等及び学習活動の場を提供すること
により、文化芸術及び観光の振興を図る。

事業概要
本市の歴史・文化等に関する展示、法及び司法に関する学習機会の提供、施設を使用に供する
ことなど

主要施設
ミニギャラリー、研修室、まちの歴史展示室、おおば比呂司記念室、SIAFラウンジ・プロジェクト
ルームなど

名称 札幌市資料館 所在地 中央区大通西13丁目

開設時期 昭和48年9月（平成18年8月改修） 延床面積 1637.85㎡

指定期間 平成30年（2018年）4月1日～平成33年（2021年）3月31日

募集方法
公募

指定管理者
の自己評価

所管局の評価

1　業務の要求水準達成度

指定単位
施設数：１施設
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▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

１　平等利用確保の方針
札幌市資料館の管理運営に当たり、総括責任者を
はじめとして社員一同は法令・条例等を遵守し、不当
な差別的取扱いを排して、平等利用の確保に努め
た。

（１）貸室の一斉受付時における抽選方法の公平・平
等な取扱いに配意した。

（２）貸室利用時における利用の制限、使用料減免
等について、公平・平等な取扱いを行った。

１　環境に配意した施設の維持管理
環境保全活動に対する意識の向上を図り、ミニギャ
ラリー室や研修室のイベント主催者並びに来館者に
協力をいただきながら、省資源、省エネルギーの実
践に努めた。

（１）エネルギーの使用の合理化に関する法律を遵
守し、エネルギー使用の適切な管理に努めると共
に、毎年規定の報告書類を札幌市に報告した。

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

90.4%

目標 実績

14万人以上 14.1万人

　２　事業実績

（４）お客様の声を把握して迅速に対応するとともに、
利用方法等の広報活動を積極的に実施して利用者
サービス向上に努めた。

（５）建物総合診断等各種点検を確実に行い、安全・
安心な施設維持に努め、省エネ、省資源活動を積極
的に実施するとともに、きめ細かな支出管理を行い
資料館に掛かるライフサイクルコストの最小化を図っ
た。

・施設設備の老朽
化対策及び安全・
安心提供のための
施設整備等、市へ
の提案及び指導に
基づき修繕を実施
し、施設設備を維持
した。

・休館日に従業員を
配置し、事務室での
予約受付の実施、
展示物の搬入出の
実施等利用者への
利便性を図り、ホー
ムページ上に予約
状況を逐次掲載す
ると共にリピータ等
へＤＭでの利用案
内や、きめ細やかな
予約管理を行い目
標値を達成すること
ができた。

・省エネランプ、LED
の継続使用、未使
用時の消灯につい
ては、お客様のご理
解ご協力をいただ
いた。

50％以上 51.1%

 80％以上 91.5%

区分

入館者

研修室利用率

ギャラリー利用率

お客様満足度

90％以上

・各種研修を行い、
従業員のスキル向
上を図り多くの市民
が気軽に利用でき
る施設運営に努め
関連規則に基づき
利用者への公平性
を保ちながら、受付
業務を行うことがで
きた。

・照明点灯時間の
徹底、省エネラン
プ・LEDの継続使
用、暖房温度の省
エネルギー施策、裏
紙使用を引続き徹
底し、環境配慮と共
にコスト削減にも努
めた。

（３）「施設運営マニュアル」の研修による業務の統一
的な取扱いの徹底並びに統括責任者によるチェッ
ク、更には従業員間の情報の共有化に努めた。

（４）特定の個人、団体を優遇又は排除することなく、
かつ障がい者・高齢者にも配意した公平な運営を
行った。

・お客様の声を把握
して迅速に対応す
るとともに、利用方
法等の広報活動を
積極的に実施して
サービス向上に努
めた。

（５）ホームページのウェブアクセシビリティに関する
基本方針の作成及び、取組と評価表を公開し、高齢
者や障害者を含めて、誰もがホームページ等で提供
される情報や機能を支障なく利用できるように配慮し
た。
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１　業務毎の要件、雇用形態、担当業務等について
（１）　資料館の管理業務を行う責任者を１名配置し
た。

（２）　有料施設の貸出及び施設の案内など日常的
な業務を行う社員を４名配置した。

２　勤務形態・勤務条件
（１）勤務形態についてはローテーションを組み、利
用サービス等に支障のないよう円滑な運営を行っ
た。

（２）イベント等のスケジュールに配慮し、運営管理業
務がスムーズにできるローテーションを組み、勤務割
表を作成した。

（３）共同事業体の就業規則に準じた勤務条件とし、
週の数日は、社員全員が出勤して定期的な打合せ
を行える勤務割とすることで情報共有が行いやすい
体制とした。また、休館日の従業員配置を継続し、利
用者へのサービス向上を図った。

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

・組織全体で、運営
マニュアルに基づく
業務の役割分担を
再確認し、円滑な運
営に努めた。

（2）業務に関わる社員・スタッフに対し、環境保全に
関する研修を行った。

（3）電気、水道、重油の使用に当たっては、ＣＯ2削
減に向けた取組みとしてエコランプの導入を継続し、
点灯時間の厳守及び照明不要時の消灯、減灯並び
に冬期間における室温設定温度の管理徹底など節
減に努めた。

・環境に配意した施
設の維持管理基本
方針に添って社員
一丸となり各種省エ
ネ施策を実践し、目
標値を達成した。

（4）自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負
荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実
施など環境に配慮した運転に心がけた。

・ポロクル活動に賛
同して、資料館にス
テーションを設置
し、二酸化炭素削
減に努めた。

（5）管理業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入
ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用
することとした。

（6）ごみ減量及びリサイクルに努めた。

（7）清掃に使用する洗剤等は、アルカリイオン水を使
用するなど環境に配慮したものを使用し極力水使用
量の節約に努めた。

（３）　管理業務に支障のないよう上記（１）及び（２）
のスタッフを補助する従業員及び館内外の管理業務
要員を配置するとともに、文化・芸術、法及び司法に
関する学習機会の提供業務などを行うスタッフを必
要に応じ配置した。
※配置に当たっては、事務室又は警備員室に従業
員1名を常駐させる体制とした。

・利用者への対応
も、よりスムーズに
対応できるよう連絡
事項、引継ぎ、情報
共有等を行いサー
ビス向上に努めた。

（４）　管理業務に従事する社員の配置体制及び非
常時の連絡体制については、「施設運営マニュアル」
（資料館危機管理マニュアル）に定め、札幌市へ提
出した。

（５）　ボランティアスタッフについては、自己都合によ
り2名退会し年度末時点で29名のスタッフ人員となっ
た。

・ワークライフバラン
スを図りつつ、利用
者のニーズにも応
えるよう引き続き体
制を確保した。
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３　人材育成・研修計画
（１）資料館管理運営の円滑な推進を図るため、従業
員一人ひとりが業務に精通し業務が確実に実施出
来るとともに、利用者にご満足いただけるサービスを
提供するため各種研修を実施した。

（２）お客様ニーズの視点から行動し、個々の経験と
知識を活かし、幅広い業務をこなし施設利用者に親
しまれ、喜ばれる人材を育成するため各種研修を計
画した。

（３）全社員を対象に研修等を実施した。

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

４　研修計画
(1)年度初めに、利用料金の算出方法、設置条例の
研修を実施し、施行規則等の関連法規、平等性の確
保・個人情報保護等施設運営及びトラブル等の基本
事項の確認を行う研修(4月)を実施した。

(2)マニュアルによる実務研修(4月)、緊急時対応研
修(4月、11月)並びに環境問題に関する研修(2月)を
実施した。

(3)接遇・顧客満足度(CS)研修(6月)を実施した。

(4)非常時研修(火災訓練、地震訓練、AED操作訓練)
を年2回(6月、11月)実施した。なお、コンベンションセ
ンター主催で実施した防犯訓練(12月)に参加した。

(5)ボランティア及び全社員等を対象に入館者に対す
る説明・案内等のスキルアツプ研修を年2回(4月、6
月)実施した。

(6)人権に関する研修及びコンプライアンスの重要性
についての研修(11月)を実施した。

(7)情報漏洩等の危機管理に備え、セキュリティー研
修(9月)を実施した。

(8)明るい職場環境の構築に向け、ストレス研修及び
安全衛生研修等(12月、3月)を実施した。

(9)業務能力向上に向け、社内外の講習会(普通救命
講習会等)に参加した(7月、12月）。

・資料館運営を的確
に遂行するために
社員研修を実施し、
事務処理の統一化
や情報の共有化を
図ると共に、緊急時
の対応が円滑にで
きるよう安全対策に
関する研修も行っ
た。

・研修内容を検討
し、従業員全員が
研修を受講できるよ
う日程調整を行い、
実施した結果、管理
運営に反映できる
成果を得ることがで
きた。

・従業員(おおば、
SIAFスタッフ含む)
の防災知識のレベ
ルアップを図るた
め、研修を行い意
識向上に努めた。

・ＡＥＤ研修につい
ては、緊急時に備え
的確に操作できる
よう実施した。

・一人一人が資料
館ボランティアとし
てのスキルアップを
図れるよう支援し
サービス向上に努
めた。

(2) 札幌市、共同事業体、一般市民利用者代表者、
ボランティア代表等が参加する「札幌市資料館運営
協議会」を設置するほか、引き続き「サービス向上委
員会」を開催し、課題点、業務の見直し・改善並びに
事故防止策等についての検討を行い、利用者のご
意見等を業務運営に反映させる取り組みを行った。

(3)環境問題、個人情報保護問題に対する社会的責
任が増してきているため、代表団体・構成団体が持
つそれらのマネジメントシステムの運用を、資料館運
営に反映させる取り組みを行った。

１　業務計画の達成及びお客様サービスの向上に向
けたＰＤＣＡサイクルの環を廻し、社員を中心に関係
者が一丸となり、管理水準の好循環を図った。

２　具体的な取組み
(1) 日々の事業日誌を効果的に運用すると共に、館
内打合せ会を随時開催することで、日常業務の情報
共有化を図り、改善活動を積極的に実施した。

4



（様式３）

＜協議会メンバー＞

・札幌市代表 1名　　・利用者代表 2名　　・ボランティ
ア代表者 1名
・地元自治会 1名　　・外部有識者 1名　　・共同事業
体 4名

・第三者委託業務
については、適正な
管理監督を行い、
業務完了時には完
了報告書を受け業
務内容について監
修した。確認後随時
報告書を提出し委
託業務の適正な管
理等を行った。

・事業への検証や
助言をいただき、今
後の資料館の運営
に活きる協議を実
施した。また、ご意
見・要望等に対する
施策、検討結果に
ついても報告した。

・外部から委員やア
ドバイザーを招き利
用者や地域住民の
声を把握することに
より、管理運営上の
課題や改善につな
げることができた。

(4) 現在、共同事業体各社が指定管理者の指定を受
けている各施設のサービス内容、各種施策、社員・
スタッフ教育、広報活動等の運営状況について、
サービス向上委員会にて情報交換を行い、施設運
営並びにサービスレベルの向上に反映した。

開催回

第1回

第2回

協議・報告内容

5月15日開催
・平成30年度事業計画及び平成29年度業
務計画実施状況
・平成29年度アンケート調査結果
・平成29年度来館者数及び施設利用状況

10月24日開催
・平成30年度業務計画実施状況(上半期)
・アンケート調査結果(上半期)
・来館者及び施設利用状況(上半期)

2　札幌市内の企業の活用
札幌市内に本社を構える企業を最優先に選定すると
共に、共同事業体各社がもつスキルやノウハウを活
かして、査定や価格交渉を行い、コストの縮減を図っ
た。

3　次の業務については、第三者委託を行う。
(1) 定期清掃業務に関すること
(2) 特別清掃業務（ガラス清掃等）に関すること
(3) 庭園整備業務に関すること
(4) 警備業務に関すること
(5) 塵芥処理業務に関すること
(6) 除排雪業務に関すること
(7) ボイラー保守業務に関すること
(8) 消防用設備保守点検業務に関すること
(9) 自家用電気工作物保安管理業務に関すること
(10) 階段昇降機保守点検業務に関すること
(11) ホームページの更改・更新に関すること
(12) 建築基準法第12 条第4項に定める定期点検に
関すること

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）

１　第三者に対する委託についての基本的な考え方
指定管理業務の重要性や安全第一の考えを基本
に、指示命令系統を明らかにするなど責任者を明確
にして、適正な管理に努めた。

１　資料館の管理運営に当たって、各階層から広く意
見を聴取し、管理運営に反映させるとともに、市民
サービスの向上を図るため、札幌市や一般市民利
用者代表、ボランティア代表者、地元自治会、外部
有識者、共同事業体が参加する「札幌市資料館運営
協議会」を設置し、管理業務等の状況の報告、管理
運営水準の維持向上に向けた協議を行った。
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▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

▽　要望・苦情対応

２　札幌市資料館サービス向上委員会を下記のとお
り開催した。
　　・第1回サービス向上委員会　10月24日開催
　　・第2回サービス向上委員会　 3月22日開催

２　資金管理
(1) 指定管理業務については共同事業体の本体業
務と切り離し、区分を明確にした。
(2) 指定管理業務にかかる収入、支出については独
立した口座により管理し、運用については利用料金
収受マニュアルに基づき運用した。
(3) 事故、不祥事を防ぐため、自治点検及び業務監
査を実施した。

３　現金等の適正な取り扱い
利用料金収入等、現金の取り扱いについては「利用
料金収受マニュアル」により運用した。振込み等多様
な支払いを可能とし、利便性の向上と現金取扱の削
減に努めた。

４　現金取扱責任者の配置
現場での取扱責任者を定め、現金の取り扱いについ
て責任の所在と役割を明確にした。責任者監督のも
と、複数のスタッフによるチェック体制での管理運営
を行った。

５　内部監査の実施
施設統括責任者、現金取扱責任者による日常監査
（日次／週次／月次での入金業務監査、予約状況と
の突合）を実施する。また代表団体経理担当による

１ 苦情対応についての基本的な考え方
お客様への応対には真摯に取り組み、トラブルの未
然防止に努め、苦情等の防止策として以下を実施し
た。

（ア）「札幌市資料館運営協議会」・「サービス向上委
員会」の活用

（イ）緊急時の対応方法等を記載した「危機管理マ
ニュアル」の作成・整備・習得

・協定書に基づき財
務管理の徹底を
図った。

・不正防止のため、
確実に自治点検及
び業務監査を実施
した。

・現金等の取扱いに
関する事故・不祥事
が発生することな
く、適正な取扱い・
処理を実施した。

（ウ）「接遇・顧客満足度（CS）研修」の開催
トラブル等が発生した場合は、お客様に対し、速や
かにその原因・対策について説明し、ご理解いただく
とともに、決して内部処理をせず、速やかに札幌市に
報告・相談し、具体的な指示を仰ぐこととした。
札幌市に出された要望・苦情等の対応上必要と認め
るものについては、現地調査結果の報告等、必要な
指示に従うこととした。

１　財務についての基本的な考え方
短期的・長期的な収支バランスを取りながら、日々の
資金管理、現金管理については、館長及び副館長を
中心に、透明性のある適正な管理を実施した。

・意見、要望に対し
てできることはすぐ
に対応することで、
利用者の立場に
なったサービスの提
供を図ることができ
た。

・お客様からの要
望・苦情及び対応に
ついて文書等で速
やかに周知し、今後
のサービス向上に
努めた。
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１　記録
　指定管理業務の実施に当たり、仕様書で求められ
る記録・帳簿等を整備し、５年間保管のこととした。な
お、保管する帳簿等は下記のとおりとした。
(1)　事業日誌
(2)　管理業務に関する諸規定
(3)　文書管理簿
(4)　各年度の事業計画書及び事業報告書
(5)　収支予算及び収支決算に関する書類
(6)　金銭の出納に関する帳簿
(7)　物品の受払に関する帳簿
(8)　その他資料館運営に資する書類等

２ クレーム・事故発生時における対応措置方法
（１） 情報連絡関連
　クレーム･事故の発生を現認した場合は、別に定め
る緊急連絡体制図に基づき、札幌市及び共同事業
体へ連絡したうえ、館長（総括責任者）等の指示のも
と、必要な措置を講じることとした。又、長期間にわ
たる場合は経過報告を実施し、原因判明及び対応
措置が完了次第、最終報告を実施することとした。
（２） 措置関連
　資料館に関わる案件は、札幌市、共同事業体窓口
担当者と連携して迅速に措置した。なお、措置に当
たって社員は、その事象の内容を勘案して自らが責
任をもち実施することとした。また部下に実施させる
場合は的確な指示を与え、お客様に不信感を与えな
いよう努めた。
（３） 重大事故等の措置関連
　法令違反により訴訟へ発展する事象、法令違反で
はないが損害賠償に発展する事象及び死亡者が発
生した人身事故に関わる場合は、館長、副館長等自
らが初期対応を迅速･的確に実施することとした。
（平成３０年度は上記事象等はありません。）

３ 報告及び処理方法
　施設の管理に関して、利用者その他の市民からの
要望・苦情等は迅速かつ適切に対応し、随時札幌市
及び関連部門へ「危機管理マニュアル」に基づき報
告することとした。
また、札幌市に出された要望・苦情等の対応上必要
と認めるものについては、現地調査結果の報告等、
指示に従った。

４ 緊急情報連絡系統
　緊急時における関係者への連絡については「札幌
市資料館緊急連絡体制図」のとおり行った。

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタ
リングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、
自己評価の実施）

２　セルフモニタリング
　利用者や地域住民の声について自ら監視・測定を
行った。利用者満足度の測定等（年２回　９月、３月）

ア　利用者アンケート調査を通年行うとともに、アン
ケート結果については年２回集計を行い、施設利用
に係る満足度等を測定するとともに、意見要望等を
事業運営に反映した。
イ　調査結果については、集計・整理後速やかに運
営協議会に報告するとともに、資料館利用者にも掲
示により周知した。なお、調査に当たっては、個人情
報保護条例を遵守した。

・研修の成果もあ
り、常に利用者に納
得いただける迅速
な対応を行うことが
できた。

・記録、帳簿等書類
別に適切な保管を
行った。

・お客様等の声（情
報）については、利
用者様等のアン
ケート、ボランティア
からの情報収集（応
接時、日報等）及び
日常業務実施時の
利用者様からの意
見等、幅広く情報収
集を行い事業運営
に反映した。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　労働関係法令を
遵守し、従業員の
長時間労働抑制
や休暇取得促進
等の配慮を行い、
ワーク・ライフ・バ
ランスの確保に努
めていた。
　従業員からのヒ
アリングや自己申
告制度により相談
体制を整えるな
ど、要求水準を満
たす管理運営が
実施されていた。

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上

３　事業等の報告
　仕様書で定められた報告書類及び札幌市から求
められる報告書類については、定められた期日まで
に速やかに報告した。
(1)　毎月終了後に提出する報告書類
(2)　札幌市の検査・確認・要請に対する対応等
     真摯な対応により協力し、速やかな回答に努め
た。

４　事業評価
　施設利用状況、セルフモニタリング及び各施策の
取組み状況等を踏まえ、管理業務の自己評価を行
い、毎年度事業報告書の提出に合わせて報告した。

１ 労働関係法令の遵守、雇用環境の維持向上につ
いて
（１）関係法令遵守のもと公平・公正で透明性のある
管理を行うにあたり、法令を順守し資料館管理運営
に取り組んだ。
（２）労働基準法、労働協約等の法令に従い、時間外
労働・休日労働に関する協定を結び、労働基準監督
署へ届出を実施した。
（３）館長（統括管理責任者）含め、全員が定時退館
を目標に日々の業務を実施し、館長（統括管理責任
者）は、長時間労働の抑制や計画的な年休取得の
推進を行うことで、ワーク・ライフ・バランスに配慮し、
社員一人一人の本業務へのモチベーション向上を
図った。
（４）北海道において事業を営む全産業の使用者及
びその者に使用される労働者に適用されされる地域
別最低賃金835円（平成30年10月1日発効）以上の
給与を収支計画書「人件費」に基づき支給した。
（５）社員に対し、時間外労働・休日労働及び深夜労
働をさせた場合、それぞれ法定割合以上の割増賃
金を会社規定及び雇用契約書に基づき支払った。

２　制度を利用しやすい職場環境の整備
（１）制度を利用しやすい職場環境づくりのため、管
理監督者に対する意識啓発を行った。
（２）社員に休暇や保障などの制度に関する情報を
積極的に提供を行った。
（３）社員が働き方や制度に関する相談ができるサ
ポート体制を整えた。

３　男女ともに働きやすい職場づくり
（１）社員からのヒアリングや自己申告制度により、勤
務時間などについて配慮する体制が整っている。
（２）仕事をするうえでの悩みやメンタルヘルスについ
て相談できる体制が整っている。

４　長時間労働の抑制
（１）業務簡素化や要員配置などの見直しを行い、業
務処理体制を行った。

（２）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上

ウ　苦情等の整理、分析については、施設利用者、
地域住民、その他の方からの苦情や要望はその内
容に従い分類し、件数及びの傾向等を分析を行っ
た。分析結果については「札幌市資料館運営協議
会」に報告した上で、改善施策を含め館内に掲示し
た。
エ　各業務の要求水準に記載された項目について、
セルフモニタリングを行い実施の確認を行った。

・協定書に基づき期
日までに提出した。

・労働関係法令遵
守、雇用環境維持
向上においては、関
係法令及び会社規
定に順じて行い、職
場環境及び社員の
意欲の向上を図る
ことができた。

・繁忙期と閑散期が
あるが、業務の効
率化や人員体制の
シフト等を行うなど、
環境を整えるよう配
慮している。

・コミュニケーション
を充実させ、明るく
楽しく働きがいがあ
る職場環境づくりを
意識した対応を行
い、社員一人一人
のモチベーション向
上を図った。

５　休暇の取得促進
（１）夏休み、年末年始等、連続休暇の取得の促進を
実施した。

・従業員規則に基づ
き雇用環境維持に
努め、従業員の雇
用環境向上を図る
ことができた。

・時間外労働を抑制
し労働時間の適正
化、年休の取得促
進等を行い社員が
健康で働きがいあ
る労働環境を維持
できるよう配慮し
た。

・社員が安心して休
暇等取得できるよ
う、バックアップ体
制を強化し、業務が
スムーズに運ぶよ
う、業務体制を整え
た。8



（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　指定管理者の企
業能力を生かした
建物点検の実施
や防災訓練、AED
操作研修等、非常
時におけるスタッ
フの対応力向上
に資する取り組み
等を実施し、適切
な管理運営が行
われた。
　リスクを最小限
に抑えるための分
析を行い、防犯対
策や災害別対処
法をマニュアル化
し、施設利用者の
安全に資する取り
組みを行った。
　施設の老朽化に
伴い、建物の劣化
状況から優先度
の高いものを把握
し措置した点は評
価できる。

１　総括的事項

（１）各業務の実施にあたっては、利用者等の安全確
保を第一に優先するとともに、市民サービスの向上
に配意した。
ア　建物総合診断に基づき補修等を実施し、施設の
安全維持とコスト削減に努めた。
イ　業務実施にあたっては、利用者、歩行者、近隣住
民、社員、及び業務従事者の安全を確保した。
ウ　業務実施にあたっては、利用者の施設利用の支
障にならないよう、利用者に対して案内した。
エ　業務実施にあたっては、法令等に基づき有資格
者による作業を実施した。
オ　休館日の従業員配置を継続し、事務室での予約
受付の実施、展示物の搬出入の実施、利用料金の
銀行振り込み実施など、柔軟な対応を行い利用者へ
の利便を図った。　　また、ホームページ上に予約状
況を逐次掲載し、空室状況及び展示内容等について
年間分が即確認できる掲載方法を行い、利用者並
びに来館者へのサービス向上を図った。
カ　昇降機の利用者に対しては、適切な介助を行っ
た。
キ　拾得物の取扱いは適正に行った。
ク　災害・緊急の事態には運営マニュアルに基づき
適切に対応した。

（２）「危機管理マニュアル」に基づき、時間帯毎（昼
間帯、夜間帯）の連絡体制を確実に実行するととも
に、緊急連絡系統図の現行化をはかり、常に万全な
連絡体制の確保を図った。

（３）損害賠償保険は仕様に適合したものに加入し
た。
ア　対　　象 ： 資料館内における維持管理
　　　　　　　　　期間中の法律上の賠償責任
イ　対人補償 ： 1事故につき3億円
ウ　対物補償 ： 1事故につき１千万円
エ　期　　間 ： 指定管理者の指定期間
オ　特　　約 ： 漏水、漏気担保、交差責任担保(対人
補償のみ)

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向
上への配慮、連絡体制確保、保険加入）

１　基本的な考え方
　市指定文化財としての保全管理に細心の注意をは
らい、点検項目に応じた有資格者による適正な維持
管理を行った。
(1)　清掃業務
　施設の快適な環境を保つため、定められた仕様に
基づき、効率的に実施した。

６　業務体制の見直し
（１）日常業務の中で業務の見直しを図り業務効率化
を実施した。
（２）社員の不在の間のバックアップ、業務の引継ぎ
体制を図った。
（３）休暇取得者の業務をカバーできるよう、社員の
多能化、情報の共有化を図った。

(2)　警備業務
　施設の秩序を維持し、施設財産の保全と安全の確
保のため、法令を遵守し、あらゆる事故の発生警戒・
防止に努めた。

・お客様が快適に利
用できるよう館内清
掃、整備に努め、利
用者から数多くの賞
賛を受けた。

・建物の定期点検と
併せて日常点検も
随時実施したことで
修理、修繕を的確
に実施することがで
きた。

・「施設運営マニュ
アル」に基づき、着
実に遂行した。

・施設設備の維持
保全については、建
物診断等に基づく
優先度・緊急度を考
慮し修繕を実施し
た。

・館内点検、防災訓
練などを実施し、利
用者等の安全確保
の維持に努めた。

・昇降機の周知を
行った結果、適切な
介助に対して、利用
者からご満足をい
ただきサービス向
上が図られた。

・火災発生の想定で
訓練を行い、危機に
対する意識向上に
つながった
・緊急時には、危機
管理マニュアルに
基づき適切に対処
できるよう研修、体
制を整え、利用者
への対応を万全とし
た。

・年度初日から有効
な、仕様書に適合し
た損害賠償保険に
加入した。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、
修繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

9
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▽　防災

(6)　敷地内車道管理
　敷地内車道の駐車は施設利用者の搬入出時の一
時的な措置とし、それ以外は原則駐車禁止とした（た
だし、身障者用車両、タクシー、ハイヤー、運搬用車
両は除く）。

(7)　外構緑地管理
　敷地内の外構、緑地については、美観の保持、安
全、防犯及び近隣住民への迷惑防止を図るため、除
草、養生の実施など適切に管理した。
　その他、季節によっては、カラスやスズメバチが利
用者へ危害を与える恐れがあるため、利用者への呼
びかけや注意事項の掲示等により、利用者の安全を
確保した。

１　防災業務についての基本的な考え方
　日常の安全管理は、安全管理体制・緊急時対応体
制を整え、定期的な点検や防災訓練活動を実施し
た。また、日常から情報収集、現場活動、再発防止
を確実に行うと共に、資料館内や共同事業体バック
ヤードとの情報共有を密に計りながら、日々の安全
活動を実施した。
緊急時の危機管理は、資料館を取り巻く様々なリス
クを最小限に抑えるため「予防管理」と「危機管理」
の視点からリスク分析するほか、防犯対策やケース
別の対処法を「危機管理マニュアル」としてマニュア
ル化し、運用することで、施設利用者の安全を確保
した。

２　事故発生（事故、盗難、急病人やケガ人）時
　直ちに被災者へ必要な処置を実施し、管轄の警察
署、消防署等関係機関へ連絡・通報するなど適切な
処理を行えるよう措置した。また、札幌市に対し速や
かに報告するとともに、安全対策並びに被害の拡大
及び再発防止を図ることとした。

(3)　施設及び設備の保守点検業務
　総合的な修繕計画を念頭に、年1回の建物診断を
実施した。診断結果については、その都度札幌市に
報告し、情報の共有化を図るとともに、安全でかつ長
期使用可能な施設の維持管理及び経費の節減に努
めた。
①春先の建物簡易点検
②建物総合点検
③冬前の建物簡易点検

(4)　修繕
  ２０万円未満の 修繕については、利用者等からの
連絡や中期保全計画書の結果に基づき、劣化度、
緊急度の高いものから速やかに措置し、建物の損傷
を最小限に抑えると共に、利用者の安全を確保し
た。また、修繕の実施に当っては、既存の工法や使
用されている建材を考慮しながら、現行の最善の策
により実施することで、歴史的価値のある建物の長
寿命化、保存に努めた。
なお、修繕実施に当たっては緊急を要する場合を除
き、札幌市の事前承認を受けるとともに、緊急の場
合は実施後２日以内に報告した。

(5)　備品管理
　備品の管理に当たっては、備品一覧を基に定期的
にその有無を確認し、不具合確認を実施するととも
に、市民の利用前にも再度機能・汚れ等を点検し、
利用ニーズに応えられるよう管理した。

・施設の老朽化が
進む中、お客様にご
不便を掛けないよう
修繕を実施した。

・札幌市所有の備
品台帳を整理し備
品の有無、劣化検
査を実施した。

・利用者の安全性を
最大限に確保する
とともに、計画的に
保守点検を実施し、
不良・危険個所の
修繕を行うことによ
り、来館者に対する
安全かつ快適な環
境を提供することが
できた。

・マニュアルの見直
し等を行い、事故等
の発生に対応でき
るよう体制構築を図
り、防火・防災訓
練、ＡＥＤの操作説
明会等スタッフの実
施訓練により防災
に関するスキルアッ
プを図ることができ
た。地震に対応した
訓練も行い、より充
実した訓練内容とな
るよう次年度の訓
練に反映することと
した。
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（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

ア　　「切り絵講座」を札幌文化団体協議会加盟団体と共

　要求水準を上回
る回数の講座や
催しを実施してい
る。また、旧控訴
院であった文化財
施設の特徴を生
かした模擬裁判並
びに法及び司法
に関する講座等も
数多く実施してい
る。このような中
で、利用者から目
標値以上の満足
度を得ていること
は評価できる。
　さらに、市指定
文化財の特性を
活かし歴史ある
街・建築物に関す
る催しを実施し、
期間中多数の来
館があり、好評を
得た取り組みは評
価できる。

1回 1回 20人 8月

実施月

1回 1回 65人 7月

エ　「勾玉づくり講座」を北海道埋蔵文化財センターと
共催で実施した。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

1回 18人 5月

イ　「子供と大人の写生会」をリボンハウスとの共催
で実施した。

計画回数 実施回数

参加人数 実施月

参加人数 実施月

３　災害発生（地震、火災）時
利用者の誘導等安全確保を万全に行うこととした。
また、応急措置を行い施設の復旧について、札幌市
と協議の上対応できる体制をとった。なお、災害等に
よって施設の利用が不可能と認められる場合で緊急
を要する時は、開閉館時間の変更、施設の利用禁
止、立入禁止の設定、その他必　要な措置を講じ、
速やかに札幌市に報告できるよう図った。

４　緊急連絡体制については「緊急連絡体制図」を随
時確認し、緊急時にスムーズに実施できるよう修正
し対応した。

５　災害時に備え、救急箱や災害時の社員用備蓄品
を事務所内に備えた。

実施月

（4）事業の計
画・実施業務

▽　文化・芸術に親しむ機会の提供に関する業務

１　基本的な考え方
文化・芸術に親しむ機会の提供のため、文化・芸術
に関する事業を展開した。
また、法曹三者との連携協力体制及び実施ノウハウ
を活かし、各種の学習機会を提供した。

２　文化・芸術に関する講座、イベントの実施
公益財団法人札幌市芸術文化財団等と連携を計
り、資料館の設置目的や機能に合致する各種講座
を実施した。

(1) 　「文化・芸術に関する講座」として、カルチャー
トーク(北海道開拓使を支えたルイス・ベーマーの生
涯)を実施した。

計画回数

1回

実施回数 参加人数

1回

ウ　「夏の夜のおはなし会」をカルチャーナイト協賛事
業として、山の手図書館おはなしかごとの共催で実
施した。

計画回数 実施回数 参加人数

(2) 「文化・芸術に関する各種講座・ワークショップ」を
実施した。

計画回数 実施回数

1回 1回 19人 7月

48人 12月

1回

・文化・芸術に関す
る事業において
ワークショップを計
画実施した結果、地
理の利便性・参加
者の認知度も増し、
好評を得る講座を
提供することができ
た。

・文化財保護意識
の醸成と文化財施
設として活用を図る
ため、市内で活動し
ている団体と共催で
開催し好評を得た。

・火災発生の想定で
訓練を行い、危機に
対する意識向上に
つながった。

・防災に関する札幌
市の防災施設に参
加し、知識の向上を
図った。

・関係者の変更に
伴い、都度修正して
関係部門へ周知し
た。

・文化芸術に親しむ
機会の提供、また
法曹三者等と連携
し、種々の講座・講
演を実施し、受講
者・参加者に喜ば
れる機会を提供す
ることが出来た。
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（様式３）

1回 1回 133人 2月

1回 1回 70人 10月

エ　「雪まつりホワイトコンサート」をさっぽろ雪まつり
協賛事業として実施した。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

1回 1回 129人 11月

ウ　「マンドリンコンサート」を市内で活動している団
体と連携し実施した。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

1回 1回 388曲 6月

イ　「文化の日カルチャーコンサート」を実施した。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

5回 5回 各回12人
9月～10

月

(3) 「映画・音楽に関する鑑賞会、コンサート等」を実
施

計画回数 実施回数
リクエスト

数
実施月

1回 1回 36人 10月

コ　「ご近所講座」を札幌市生涯学習総合センター
（ちえりあ）との共催で実施した。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

1回 1回 40作品
11月～12

月

ケ　「親子で楽しむ人形劇」を市内ボランティアとの共
催で実施した。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

1回 1回 15人 11月

ク　「絵手紙展」を年１回実施し、50作品の公募を行
い、大通交流ギャラリーに展示した。

計画回数 実施回数 参加作品 実施月

1回 1回 10人 10月

キ　「絵手紙講座」を実施した。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

1回 1回 27人 8月

カ　「押し花アート講座」を実施した。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

オ　「ディンプルアート講座」を実施した。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

・札幌市内で音楽活
動している団体の
協力で各種コン
サートの開催及び
新冠町との共催で
レコード鑑賞会を実
施し多くの参加者か
ら好評を得、当館の
認知度が高まった。

ア　「懐かしのレコード鑑賞会」をYOSAKOIソーラン
祭り協賛事業として実施した。

12



（様式３）

ア　 「大通公園モニュメント鑑賞会」を実施した。

３　情報提供を適宜実施した。
(1)　ボランティア会員による入館者への説明及び質
問に対する回答
・実施月 : 随時

(2)　空ギャラリー室を積極的に使用した収集資料の
掲示
・実施月 : 適宜

(3)　ホームページ及びチラシへの掲載による市関連
施設への配布
・実施月 : 随時

(4)　カルチャートーク（北海道の歴史的建造物）を実
施
・実施月 : 8月

(5)　「歴史ある街・建築物に関する講座」を実施
資料館の市指定文化財（建物）の特性を活かし、歴
史ある街・建築物に関する講座を実施した。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

1回 1回 16人 6月

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

イ　「札幌軟石と北の石文化（作品展・セミナー・ワー
クショップ）」を札幌軟石ネットワークとの共催で実施
した

1回 1回 5,970人 2月

ウ　「市電100周年作品展」を札幌市他部局・(株)NTT
コミュニケーションズとの共催で実施した。

▽　札幌市資料館の沿革等に関する情報の収集及び提
供に関する業務

１　基本的な考え方
ボランティア会員を中心とした札幌市の歴史・文化の
情報収集及び来館者への説明、各種媒体による情
報共有を行うこととした。

２　札幌市関連文化施設及び札幌市公文書館との
連携を強化した。
(1)　札幌市部局等と連携事業を実施した。
・実施月 ： 5月、6月、3月
(2)　札幌市公文書館と必要に応じ、情報交換を実施
した。
・実施月 : 適宜

(4)　「札幌市文化団体協議会 加盟団体」及び「ちえ
りあ」等と共催連携し事業を実施した。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

2 回 2回 44人
9月・10
月・1月

2 回 2回  34人 5月・6月

1回 1回 4,242人 3月

・「ちえりあ」との共
催で子供映画会及
びご近所先生企画
講座を開催し、資料
館の利用用途の周
知を図ることができ
た。

・文化財保護意識
の醸成と文化財施
設としての活用を図
るため、市他部局
及び各団体との共
催でイベントを開催
し大変好評を得た。
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（様式３）

１　基本的な考え方
「市民文化の向上に資すること」を目的に、文化・芸
術、法と司法の学習活動及び美術作品等の展示の
場を提供するため、利活用についての市民へ情報発
信を行うこととした。また、資料館を活用する市民や
団体等の活動を積極的に支援した。

実施月

4月～3月
館の紹介、各種イベント案内及びギャラ
リー展示情報を周知

実施月 実施内容

▽　市民等の自主的な活動の支援に関する業務

２　具体的な取組み
(1)　訪問活動を積極的に行い、資料館情報を周知し
た。
ア　パンフレット、チラシ配置コーナーの設置並びに
市関連施設や主要ホテル等へ訪問活動し、チラシを
配布した。

配布数

イ　好評頂いているイベントカレンダーやギャラリー
展示情報のチラシ等を引き続き作成し、館内での配
布及び関連施設へ配架依頼を行った。

実施月 実施内容 配布数

4月～3月
市内各区及び地区セン
ター等

7,100部

実施月

ウ　旅行会社や報道機関等との連携を図った。

6月 老人クラブ等各種団体へDMを送付

実施内容

ア　市内小、中、高校や老人クラブ等各種団体へダ
イレクトメールやeメールを送付した。

実施月 実施内容

4月 市内及び道内小・中・高校へDMを送付

イ　市民を対象とした「札幌市アート鑑賞会」を実施し
た。

実施内容

エ  ホームページへの情報掲載を行った。

実施月 実施内容

4月～3月
年間イベントスケジュール、各種イベント
の詳細内容等

(2)　課外体験学習等の勧奨チラシを学校等関係機
関へ送付した。

6月
「大通公園モニュメント鑑賞会」で当館ボラ
ンティアスタッフから説明

・利用促進施策の
一環として、各団体
等へDMを発送し利
用増が見込まれ
た。

4月～3月

パンフレット、チラシを市
観光案内所等へ配布、ま
た主要ホテル・市関連施
設へ発送

4,410部

・イベントカレンダー
を作成・配布した結
果、多くの市民が参
加され好評得た。ま
た、ギャラリー展示
内容及びイベント情
報の提供を迅速に
行いサービス向上
に努めた。
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（様式３）
・ボランティア研修
会を開催し、スキル
の向上及び説明ス
キルの平準化を図
り、来館者へ分かり
易く説明し賞賛の声
が数多く寄せられ
た。

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

1回 1回 150人 7月

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

1回 1回 24人 6月

(9)　法・司法分野に対する支援・指導を行うこととし
た。
 ア　札幌地方検察庁職員等による参加者への指導
（テーマ:取り調べや裁判をやってみよう）をカル
チャーナイトの協賛事業として、札幌地方検察庁との
共催で実施した。

1回 1回 25人 8月

(8)　法及び司法に関する講習会、講座を開催した。
ア　司法講座「犯罪被害者等の制度」を札幌地方検
察庁との共催で実施した。

小・中・高生

8月・10月

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

(7)　札幌地方裁判所における刑事裁判の傍聴と解
説を行った。
一般市民を対象とした刑事裁判傍聴と解説を札幌地
方裁判所との共催で実施した。

2回 2回 31人

計画回数

10回

17回

4回

6回

402人

95人大学生

対象者

市民大学生等

実施回数 参加人数 実施月

計画回数 実施回数 参加人数

221人

イ 　法律講座「離婚～新生活へのスタート～」を札幌
弁護士会との共催で実施した。

(4)　観光都市札幌の中心部に位置する当館の立地
条件から、観光客に対する観光情報の発信基地とし
て他施設の協力を得てパンフレット、イベント情報等
を収集し積極的に配布した。

(5)　法及び司法に関する学習機会の提供
法曹関係機関等と連携し、模擬裁判を始めとする法
及び司法に関する各種講座を開催した。

6月
現地研修:小樽・余市方面の歴史的建造
物及び「水産博物館」「旧下ヨイチ運上家」
等を見学し歴史を学ぶ

実施内容

座学:札幌における「自治」の変遷と「歴代
の首長」について学ぶ

実施月

4月

(6)　「模擬裁判」を開催する。
学生及び市民を対象として法曹三者及び札幌市教
育委員会等と共催で実施した。

・旧控訴院という歴
史から、法曹三者と
連携し各種講座等
を開催し学習機会
の提供を行った。特
に市教育委員会と
の共催及び市内各
学校(小中高大学
校)・各区高齢者大
学からの参加者か
ら好評を得た。

(3)　ボランティア組織の養成と登録を継続して行っ
た。
ア　随時ボランティア会員の募集を実施した。
イ　ボランティア会員に対して研修会を実施し、スキ
ル向上を図った。

・法曹三者の協力を
得て、法・司法教育
の活用の場として
の紹介DMを発送
し、利用者から大変
喜ばれ、資料館の
利用用途の周知を
図ることができた。
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（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

(12)　司法に関するパネル展として「司法の手続きの
流れパネル展（刑事事件の手続き）」を札幌地方検
察庁と連携して実施した。

実施月 実施内容

2月
司法手続きの紹介パネルを刑事法廷展示
室内に掲示

利用可能日数

H30実績

307

94.1

307

87.9

実施月 実施内容

1月
アニメ作品の映画会及び紙芝居を研修室
で実施

(10)　模擬調停の見学と解説を行うこととした。
「模擬調停の見学等」を札幌地方裁判所、札幌簡易
裁判所と共催で実施した。

実施内容

(11)　雪まつりに連動したイベントを実施した。
雪まつり協賛事業「雪まつり懐古写真展・雪像制作Ｄ
ＶＤ放映・雪像模型展」を市公文書館及び真駒内自
衛隊・羊が丘展望台（雪まつり資料館）と連携し実施
した。

実施月

2月
雪まつり懐古写真、雪像制作DVD放映、
雪像模型を研修室に展示

(13)　子供映画会（アニメ）と紙芝居を札幌市生涯学
習総合センター（ちえりあ）及び紙芝居団体「カミシバ
イズム」との共催で実施した。

利用率（％）

利用可能日数

利用率（％）

利用可能日数

利用率（％）

86.6

307

94.1

307

93.8

304

51.1

307

80.6

307利用可能日数

ミニギャラリー
室1

ミニギャラリー
室2

利用可能日数

利用率（％）

ミニギャラリー
室4

利用可能日数

ミニギャラリー
室3

利用率（％）

計画回数 実施回数 参加人数 実施月

1回 1回 55人 10月

ミニギャラリー
室5

ミニギャラリー
室6

▽　不承認 0件、　取消し11件、　減免 72件、　還付8件

研修室

利用率（％）

利用可能日数

利用率（％）

・日本三大夜景都
市として選ばれたこ
とから、地域と一体
となってホワイトイ
ルミネーション及び
雪まつり期間中のラ
イトアップ時間延長
の取組を行い、観
光都市札幌のイ
メージアップに寄与
するとともにサービ
ス向上に努めた。

　空室状況の情報
発信や各種団体
への利用勧奨等、
利用促進の取組
が継続して実施さ
れており、適切な
管理運営が行わ
れている。

（5）施設利用
に関する業
務

▽　利用件数等
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イベント名

夏の夜のおはなし会

取調べや裁判をやってみよう

参加人数

2月

・当初計画以上のイ
ベントを実施し数多
くの市民が参加さ
れ、事業満足度も
高い評価をいただ
き当館の設置目的
が達成できた。

65人

150人

実施月

▽　利用促進の取組

イベント名

懐かしのレコード鑑賞会

7月

6月

実施月

5・6・7・8・9・10・11・
12・1・2 各月

実施月

6・7・8・10月

備考

課外及び体験学習
の場

備考

415校

(5)　各種団体等に対して文化施設としての利用勧奨
を実施した。

区分 施設数

(4)　学校に対して課外学習体験実施施設としての利
用勧奨を実施した。

区分 施設数

市内及び道内
小・中・高校

実施月

4月

実施月

211サー
クル

7月
多目的(教室・講習
会)利用

サークル・同好
会

専門・専修学
校

12校

(7)　サークル、同好会等に対し研修室の多目的利用
（教室、講演会等）のための勧奨を実施した。

区分 施設数

7月
卒業記念・制作記念
発表の場

実施月 備考

老人クラブ
中央区26
クラブ

(6)　専門学校等に対して制作記念、卒業記念等の
発表会場としての利用勧奨を実施した。

区分 施設数

7月 制作記念発表の場

実施月 備考

リクエスト数

388曲

実施月

実施回数

(3)　YOSAKOIソーラン祭り、カルチャーナイト、さっぽ
ろ雪まつり等外部開催イベントに合わせて協賛事業
を実施した。

4回 254人

イベント名

雪まつりホワイトコンサート

参加人数

133人

実施月

1　利用促進計画
(1)　利用促進計画についての基本的な考え方
多くの市民の皆様に歴史的価値のある文化財施設
として、又、文化・芸術、法と司法に関する情報の集
積・発信の場として認識いただくため、各種イベント
開催及び広報活動を実施した。

(1)　文化・芸術に関する講座、講演会を実施した。

参加人数

20回
868人/54

作品

ウ. さっぽろ雪まつり協賛事業の実施

ア. YOSAKOIソーラン祭り協賛事業の実施

イ. カルチャーナイト協賛事業の実施

実施区分

市民公募によ
る

実施区分

市民公募によ
る

(2)　法・司法に関する講座、講習会を実施した。

実施回数 参加人数

・積極的に当館の
PR活動(DM発送等)
を行い利用率等の
目標値を達成する
ことができた。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▽　広報業務（6）付随業務

7月 会議・集会施設利用

実施月

4月・1月
市内主要ホテ
ル

16施設

・2019年3月31日にウェブアクセシビリティ方針の策
定・公開を行った。

資料館の管理運営に当たり、各種ノウハウを有している市内企
業・団体等を活用した。

１ イベント実施に当たっての活用
(1) 芸術・文化団体
(2) TV・ラジオ放送会社、新聞社等の報道機関
(3) 機器レンタル会社
(4) 市内各プロダクション、各種団体

２ 施設のオリジナル意匠に関する活用
(1) 札幌軟石に関する資料提供
(2) ホームページの更新及びリニューアル

３ 貸室利用拡大への活用
(1) 市内主要ホテルへの訪問営業、リーフレット配布とロビー展
示
(2) 市内企業・団体組織へのリーフレット配布
(3) 共同事業体取引企業に対するリーフレット配布
(4) 札幌コンベンションセンターへのリーフレット配布

１　自動販売機の設置を引き続き実施した。
・実施月：通年
・設置台数：飲料水自動販売機1台

近隣企業等 53社

(9) 市内主要ホテル等へパンフレット等を随時配布し

区分 施設数

２　自主事業その他

▽　自主事業

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

(8)　企業等に対して研修室での会議開催、集会施設
としての勧奨を実施した。

区分 施設数 実施月 備考

備考

DM3800部発送

・自動販売機につい
ては、契約内容の
見直しを行うなどし
て、目標売上手数
料を達成することが
できた。

・広報体制の見直し
を図り、報道機関及
び地域情報誌発行
機関等と連携を密
にして取組んだ結
果、掲載件数も増え
当館の認知度アッ
プにつながった。

　イベント冊子やマスコミ
等への情報発信、施設パ
ンフレット等の作成配布に
よる広報活動を実施し、要
求水準を満たしている。
ホームページのウェブアク
セシビリティに関する取組
を行ったことは評価でき
る。

　市内企業や団体
等が有するノウハ
ウを活かし、イベ
ントや貸室利用の
拡大につなげるな
ど、適切に実施さ
れていた。

　 ・イベント情報を報道機関及び地域情報誌発行機関等
へ迅速に提供し、広報活動を
　　展開した。また、資料館の施設等案内を観光情報誌
発行機関へ提供した。

・事業運営にあたっ
ては、市他部局・文
化芸術団体・市内
企業・各地域でボラ
ンティア活動してい
る団体及び報道・観
光情報発行機関等
と連携し、業務を遂
行することができ
た。また、第三者委
託に於いても市内
の企業に発注した。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

法人税等 0

純利益 0 612 612

収入-支出 0 612 612

利益還元 0

▽　説明

指定管理業務支出 45,158 44,468 ▲ 690

自主事業支出 90 65 ▲ 25

自主事業収入 90 220 130

支出 45,248 44,533 ▲ 715

利用料金 5,772 5,539 ▲ 233

その他 0

指定管理業務収入 45,158 44,925 ▲ 233

指定管理費 39,386 39,386 0

・アンケートボックスの設置及びアンケート協力依頼
による回収。(回収数1.100枚)実施方

法 ・実施事業においても、次の企画に反映させるため
アンケート(5段階評価)を徴集した。

・法廷内ショウケースの法服の説明で「弁護士」の法
服という表現がなされていますが、 「弁護人」という
表記が正しいのではないでしょうか？

・アンケートの回収
にあたっては、ボラ
ンティアスタッフの
協力も得て一丸と
なって取組み、目標
回収件数を上回る
ことができた。又、
全ての項目に於い
て目標値を達成で
きた。

・総合満足度

・接遇に対す
る満足度
・実施事業の
満足度

実績
91.5％
実績
88.0％
実績
93.0％

（年度目標80％）

（年度目標80％）

（年度目標80％）

収入 45,248 45,145 ▲ 103

結果概
要

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

４　収支状況

▽　収支 （千円）

項目 H30年度計画 H30年度決算 差（決算-計画）

　利用者アンケー
トにおける満足度
の目標を達成、前
年度よりも満足度
は上昇しており、
アンケート回収数
についても要求水
準を満たしてい
る。また、サービ
ス向上委員会の
開催やボランティ
アのスキルアップ
のための研修実
施等、利用者の満
足度向上に資す
る取り組みが継続
して行われてい
る。

　収支の均衡は維
持されており、適
切な管理運営が
行われた。

　→関係官庁に確認し「弁護人」に修正した。

・（まちの歴史展示室の）ビデオは作品名と上映時間
が掲示されているとよい。
　→元より作品名を表示していたところに、DVDの上
映時間を追加した。

・キャリーバッグを引いた旅行者がいるが、車輪でド
アの敷居が傷むと思います。
 貴重な文化財なので対策を望みます。

　→キャリーバッグは事務室で預かることで案内掲
示した。
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Ⅲ　総合評価

総合評価 改善指導・指示事項

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

▽　安定経営能力の維持 適 不適

▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン
条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

適 不適

【指定管理者の自己評価】

総合評価 来年度以降の重点取組事項

【所管局の評価】

まちの歴史展示室内の展示物について、創意工夫し
充実を図った。事業については、文化芸術団体及び法
曹三者等と連携し計画以上実施した。参加者からのア
ンケートによる事業満足度調査においても目標値以上
の、高い評価を得た。また、来館者数及び貸室利用率
等についても追加イベント等を実施することにより計画
を達成することができた。

〇札幌市資料館保全等整備計画が発表されて以来、利
用者から工事開始による休館等の問合せが多くあること
から、市関係部局と連携し対応していきたい。
〇2020年度はSIAFの開催が予定されていることから、各
種媒体等を活用し問題の生じないよう対処していきた
い。
〇資料館の認知度アップの声があることから、更に関係
機関と連携しアップに向け努力していきたい。

・安定経営能力は選定時の水準を維持している。

　施設・設備等の維持管理については、指定管理者の
企業能力を生かした建物点検を実施するとともに、歴史
的建造物であることによる老朽化に伴う修繕が多く生じ
る状況であったが、円滑に対応が行われた。防災に関し
ても、スタッフの対応力向上のため、積極的に研修等が
実施された。
　事業の計画・実施については、文化芸術団体や法曹
三者などの各種団体等と連携し、講座等を計画数よりも
多く実施しながら、参加者から目標値以上の高い満足度
を得ている。特に、「歴史ある街・建築物に関する講座」
の実施は、期間中多数の来館があり盛況であった。
　また、アンケートの積極的な収集、ボランティアに対す
る研修、並びにサービス向上委員会の開催等を継続し
て実施している。
　資料館のPRに関しては、マスメディアからの撮影依頼
に対する協力、及びホワイトイルミネーション時期のライ
トアップ時間延長や雪祭り時期の開館時間延長など近
隣イベントとの連携を図るなど、様々な取組みを行って
いる。これらの取組みによる認知度向上もあり、入館者
目標数の１４万人を達成している。
　以上の各種取組みにより、年間を通じて、安定した管
理運営が行われたことは評価できる。

　今後も引き続き、文化芸術団体や法曹三者などの各種
団体等と連携し、参加者から満足してもらえる内容の多
彩な催しや来館者サービス向上につながる取組み等を
実施していただきたい。
　また、ミニギャラリー・研修室の利用率を維持するため
の取組みを期待したい。
　令和2年度は、札幌国際芸術祭の会場の一つとして使
用され、平年よりも多数の来館が想定されることから、所
管局並びに様々な関係者との連携・協力のうえ、円滑な
運営を期待したい。

1．各条例の規定により全て適切に対応した。
2．平成30年度については情報公開請求はなかった。
３．オンブズマンの実地調査はなかった。
４．協定に関する契約について、暴力団員や暴力団関係事業者を相手
に契約を行わなかった。
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